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令和８年度 単独公共 建設技術支援事業 

群馬県県土整備部職員研修（行政マネジメント等）業務委託 説明書 
 
１ 業務の概要 
１）業務委託の目的 

 群馬県県土整備部の職員に関して、研修を実施することにより、職務遂行上必要とする専門
知識の習得及び、技術力・資質の向上を図る。 

 
２）業務内容 

 別添業務仕様書（案）による 
 
３）履行期限 

令和９年３月 15 日（月） 
 
４）業務実施上の条件 
  参加表明書・技術提案書の提出者に対する要件は、次に掲げる条件を満たしていること。 

・ 群馬県内に本社(店)を有する者であること。 
・ 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しない者であること。 
・ 群馬県財務規則第 170 条第 2 項の規定に基づく県の入札参加制限を受けていない者である

こと｡ 
・ 群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱に基づく指名停止期間中の者でないこと。 
・ 物品の購入に係る有資格業者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。 
・ 会社更生法又は民事再生法に基づき手続開始の申立てがなされている者 (手続開始決定

後、資格の再認定を受けた者を除く。) でないこと。 
・ この技術提案書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 
・ 暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 
・ 群馬県の令和８・９年度建設工事に係る調査･測量･コンサルタント等入札参加資格者名簿

に土木関係建設コンサルタント業務として登載されている者、又は、群馬県の物件の購入
及び製造等に関する入札参加資格者名簿に営業品目が研修･講習として登載されており等
級区分がＡである者。 

・ 参加企業または団体及び配置予定管理技術者は、平成２８年４月１日から令和８年３月３
１日までに完了した業務において、同種または類似業務の実績が１件以上あること。 
なお、本業務における「同種または類似業務」は、以下のとおりとする。 
【同種業務】公務員建設技術者を対象とした職員研修業務 
【類似業務】公務員を対象とした研修業務、建設技術者を対象とした研修業務 

・ 配置予定管理技術者の公告日現在の手持ち業務量（特定後未契約のものを含む）の全ての
契約金額の合計が４億円未満かつ手持ち業務の件数が 10 件未満であること。手持ち業務
とは、契約金額が 500 万円以上の業務とする。 

 
５）成果品 

 成果品は次のとおりとする。 
・ 報告書電子データ（ぐんま電子納品システムへの納品 または ＣＤ－Ｒ １部） 
・ その他監督員が指示するもの 

 
 ６）その他 
   本業務の業務仕様書（案）は別添のとおりである。 
 
２ 担当部局 

〒３７１－８５７０ 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号  

群馬県県土整備部建設企画課技術調査係（担当：小河原
こ が は ら

） 
ＴＥＬ ０２７－２２６－３５３１  
ファクシミリ：０２７－２２４－１４２６ 
電子メール gijutu-kikaku@pref.gunma.lg.jp 

 
３ 参加表明書の作成及び記載上の留意事項 
１）参加表明書の様式は、様式３（Ａ４判）によるものとする。なお、文字サイズは１０ポイント
以上とする。 
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２）参加表明書の内容に関する留意事項 
記 載 事 項 内 容 に 関 す る 留 意 事 項 

入札参加資格  調査･測量･コンサルタント等入札参加資格者名簿における「土木関

係建設コンサルタント業務」としての登録、又は、物件の購入及び

製造等に関する入札参加資格者名簿における営業品目「研修･講習」

としての登録（必要とする等級区分：Ａ）。 
記載様式は様式第３号-１とする。 

企業の平成 28 年４月
１日から令和８年３月
31 日までの同種又は
類似業務実績 

 参加表明書の提出者が過去に受託した「同種又は類似業務」の実績

について記載する。 

 記載する業務は平成 28 年４月１日から令和８年３月 31 日までに完

了した業務とする。 

 記載する業務数は、最大３件とする。 
記載様式は様式第３号-２とし、１枚以内で記載する。 

配置予定管理技術者の
経歴等 

 配置予定管理技術者について、経歴等を記載する。 

 同種又は類似業務の実績は平成 28 年４月１日から令和８年３月 31 日

までに完了した業務を対象とし、記載する件数は最大３件とする。 

 手持ち業務は公告日現在、群馬県以外の発注者（国内外を問わず）

のものも含む全て記載する。 

 手持ち業務とは以下のものを指す。 

【管理技術者：管理技術者となっている 500 万円以上の他の業務】 

 プロポーザル方式による本業務以外の業務で配置予定技術者として

特定された未契約業務がある場合は、手持ち業務の記載対象とし、

業務名の後に「特定済」と明記するものとする。 
記載様式は様式第３号-３とする。 

配置予定管理技術者の
平成 28 年４月１日か
ら令和８年３月 31 日
までの同種又は類似業
務実績 

 配置予定管理技術者が過去に従事した「同種又は類似業務」の実績

について記載する。 

 記載する業務は平成 28 年４月１日から令和８年３月 31 日までに完

了した業務とする。 

 記載する業務数は最大１件とし、同種又は類似業務の実績としてあ

げた業務から記載する。 
記載様式は様式第３号-４とし、１枚以内で記載する。 

 
 
４ 参加表明書の提出方法、提出先及び受領期限 

１）提出方法：持参又は郵送（書留郵便・期日必着に限る。）すること。 
なお、あわせてメール等により電子データ（PDF 形式）を提出のこと。（１回の
受信可能データサイズは７MB まで） 

 
２）提出先： ２に同じ 
 
３）受領期限： 令和８年６月５日（金）16 時まで 

持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時から 12
時まで及び 13 時から 16 時まで 

 
５ 説明書の内容についての質問の受付及び回答 
１）質問は、文書（書式は自由、ただし規格はＡ４判）により行うものとし、電子メ－ル（着信
を確認すること。）とする。なお、文書には回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及びＦ
ＡＸ番号、電子メールアドレスを併記するものとする。 
①質問の受付先： ２に同じ 
②質問の受付期間： 令和８年５月 29 日（金）16 時まで 

 
２）質問に関する回答は、質問を受理した日から３日間（土曜日、日曜日及び祝日を含まな
い。）以内に群馬県入札情報公開システムにより公開するほか、下記のとおり閲覧に供する。  
①閲覧場所：２に同じ 
②閲覧期間：回答の翌日から参加表明書及び技術提案書の提出期間の前日までの土曜日、日曜日

及び祝日を除く毎日、９時から 12 時まで及び 13 時から 16 時まで 
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６ 技術提案書の作成及び記載上の留意事項 
１）技術提案書作成上の基本事項 

 今回のプロポ－ザルは、研修業務における具体的な取り組み方針について提案を求めるもの
であり、成果の一部の提出を求めるものではない。本説明書において記載された事項以外の内
容を含む技術提案書については、提案を無効とする場合があるので注意すること。 

 
２）技術提案書の作成方法 

  技術提案書の様式は様式４号及び様式第４号-１～３（Ａ４判、様式第４号-３のみＡ３判）に

よる。 
 
３）技術提案書の内容に関する留意事項 

記 載 事 項 内 容 に 関 す る 留 意 事 項 

業務の実施体制  配置予定管理技術者１名、担当技術者を３名まで記載する。 

 技術提案書の提出者以外の企業に属する者を担当技術者とする場合

には、企業名等も記載すること。 
記載様式は様式第４号-１とする。 

業務の分担  業務の分担について記載する。 

 他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又は

学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合は、備考欄に

その旨を記載するとともに、再委託先又は協力先、その理由（企業

の技術的特徴等）を記載すること。ただし、業務の主たる部分を再

委託してはならない。 
記載様式は様式第４号-２とする。 

評価テーマ 
 
 

・評価テーマは、以下の３項目とする 
①講師の選定方針と期待される効果 
②研修プログラムの企画立案方針と期待される効果 
③その他創意工夫による独自の提案と、期待される効果 

・文字サイズは 10 ポイント以上とする。 
記載様式は様式第４号-３を用い、A３判片面１枚以内に記載する。 

参考見積（概算） 
 
 

・業務の技術提案書を踏まえて必要な経費を概算し、参考見積として
提出すること（任意様式）。  
・参考見積（概算）は、参考業務規模と大きくかけ離れていないこと
を確認するために用いる。 

 
４）同種又は類似業務実績の証明 
  同種又は類似の業務の実績として記載した業務に係る契約書の写し又はＴＥＣＲＩＳ（テクリ
ス）の写しを提出すること。 

 
５）業務量の目安 

 本業務の参考業務規模は、「16,000 千円（消費税及び地方消費税を除く）以内」とする。 
 
６）作成に用いる言語等 

 書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によるも
のとする。 

 
７）技術提案書の無効 

 提出書類については、この書面及び別添の書式に示された条件に適合しない場合は無効とす
ることがある。 

 
８）既存資料の閲覧 

 技術提案書の作成にあたり、以下の資料を閲覧することができる。ただし、個人情報に関す
るものを除く。 
①資 料 名：令和７年度 単独公共 建設技術支援事業 
 群馬県県土整備部職員研修（行政マネジメント等）業務委託 業務報告書 

 
②閲覧場所：２に同じ 

 
③閲覧期間：技術提案書の提出期限の前日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時から

12 時まで及び 13 時から 16 時まで 
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７ 技術提案書の提出方法、提出先、提出期限 
１）提出方法：持参又は郵送（書留郵便・期日必着に限る。）すること。 

なお、あわせてメール等により電子データ（PDF 形式）を提出のこと。（１回の受
信可能データサイズは７MB まで） 

 
２）提出先： ２に同じ。 
 
３）提出期限：令和８年６月５日（金）16 時まで 

持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時から 12 時
まで及び 13 時から 16 時まで  ※参加表明書の提出日と同日なので注意すること 

 
８ 技術提案書を特定するための評価基準 
 １）技術提案書の評価項目、判断基準、及び評価のウェ－トは以下のとおりである。 
 

評価 

項目 

評価の着目点 
配点 

 判断基準 

参
加
表
明
者
の

経
験
及
び
能
力 

資
格
要
件 

成
果
の
確
実
性 

企業又は団体の過去１０

年間の同種又は類似業務

の実績の内容 

下記の順位で評価する。 

①同種業務の実績がある。１業務につき評価５ 

②類似業務の実績がある。１業務につき評価３ 

①②業務あわせて３件まで記載可能。なお、業務

実績がない場合は特定しない。 

１５ 

技
術
者
評
価
（
提
出
書
類
） 

専
門
技
術
力 

業
務
執
行
技
術
力 

予定管理技術者の過去１

０年間の同種又は類似業

務の実績の内容 

下記の順位で評価する。 

①同種業務の実績がある。１業務につき評価５ 

②類似業務の実績がある。１業務につき評価３ 

①②業務あわせて３件まで記載可能。なお、業務

実績がない場合は特定しない。 

１５ 

専
任
性 

専
任
性 

手持ち業務金額及び件数

（特定後未契約のものを

含む） 

全ての手持ち業務の契約金額の合計が４億円以上

又は手持ち業務の件数が１０件以上の場合は特定

しない。 
― 

技
術
者
評
価
（
ヒ
ア
リ
ン
グ
） 

評
価
テ
ー
マ
に
対
す
る
技
術
提
案 

講師の選定方針と期待さ

れる効果 

「講師の選定方針」について、業務目的に対して

効果が認められる場合に、優位に評価する。 

Ａ ３０ 

Ａ’２４ 

Ｂ １８ 

Ｂ’１２ 

Ｃ  ０ 

研修プログラムの企画立

案方針と期待される効果 

「研修プログラムの企画立案方針」について、業

務目的に対して効果が認められる場合に、優位に

評価する。 

Ａ ２０ 

Ａ’１６ 

Ｂ １２ 

Ｂ’ ８ 

Ｃ  ０ 

その他創意工夫による独

自の提案と期待される効

果 

「その他創意工夫による独自の提案」について、

業務目的に対して効果が認められる場合に、優位

に評価する。 

Ａ ２０ 

Ａ’１６ 

Ｂ １２ 

Ｂ’ ８ 

Ｃ  ０ 

参考見積 
参考業務規模と大きくかけ離れている場合は特定しない。 

※諸経費及び税額を含んだ金額で比較を行う。 ― 

 
９ ヒアリング 
１）以下のとおりヒアリングを実施する。 

① 実施場所：群馬県庁（前橋市大手町１-１-１） 
② 実施期間：令和８年６月 12 日（金）※予定 
③ ヒアリング技術提案書の説明は 15 分程度とし、質疑応答は 10 分程度とする。 
④ 出席者：配置予定管理技術者 
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⑤ ヒアリング順については技術提案書の提出順を原則とする。 
 
２）ヒアリングでは参加表明書及び技術提案書に記載された以下の事項について質疑応答を行う。 

① 配置予定管理技術者の経歴について 
② 評価テーマ（講師の選定方針と期待される効果、研修プログラムの企画立案方針と期待され
る効果、その他創意工夫による独自の提案と期待される効果）、業務実施方針等について 
 

３）ヒアリング時の追加資料は受理しない。 
 

１０ 非特定理由に関する事項 
１）提出した技術提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨と、その理由

（非特定理由）を書面（非特定通知書）により通知する。 
 
２）上記１）の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（土曜日、日曜日及び

祝日を含まない。）以内に、書面（書式は自由）により、契約担当者に対して非特定理由につ
いて説明を求めることができる。 

 
３）上記２）の回答は、理由を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日以内に書面に

より行う。 
 
４）非特定理由の説明書請求の受付方法、受付場所及び受付時間は以下のとおりである。 

    ①受付方法：文書（書式は自由、ただし規格はＡ４判）により行うものとし、持参、郵送、電送
又は電子メ－ルのいずれの方法でも可能とする。 

②受付場所：２に同じ 
  ③受付日時：上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時から 12 時及び 13 時から 16

時まで。） 
 
１１ 契約書作成の要否等 

 要 
 
１２ 支払条件 

 前払い金として、契約金額の３割まで支払うことができる。 
 
１３ 苦情申し立てに関する事項 

 本手続きに関し、10 の非特定理由に関する説明に対して不服がある者は、「建設工事の入札
・契約及び指名停止措置に係る苦情処理要領」（平成１５年６月１日施行）の定めるところによ
り、群馬県知事に対して再苦情申立てを行うことができる。 
   ［窓口］ 群馬県県土整備部建設企画課建設業対策室建設業係 
   電話 ０２７－２２６－３５２２ 

 
１４ 関連情報を入手するための照会窓口 

２に同じ 
 
１５ その他の留意事項 
１）手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本通貨に限る。 
 
２）提出期限までに参加表明書及び技術提案書を提出しない者、ヒアリングを受ける資格がないと

認められたものは、ヒアリングを受けることができないものとする。 
 
３）参加表明書及び技術提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とす

る。 
 
４）参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び技術提案書を無効と

するとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。 
 
５）提出された参加表明書及び技術提案書は返却しない。なお、提出された参加表明書及び技術提

案書は、技術提案書の特定以外に提出者に無断で使用しない。なお、特定された技術提案書
を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。 

 
６）特定されなかった場合には、特に希望がある場合、技術提案書を返却する。 
 



（第２号） 
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７）参加表明書及び技術提案書の提出後において、原則として参加表明書及び技術提案書に記載さ
れた内容の変更を認めない。また、参加表明書及び技術提案書に記載した予定技術者は、原
則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由等により変更を行
う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。 

 
８）技術提案書の特定後に、提案内容を適切に反映した業務仕様書の作成のために、業務の具体的

な実施方針について提案を求めることがある。 


